
◎こども医療費支給申請について 
受給者証は、医療機関等を受診される際に保険証と一緒に受付にご提示ください。 

助成の対象となる医療費 

医療保険制度が適用される医療費の一部負担金の額です。 

※高額療養費や附加給付など保険者から支給される額や他の公費負担医療制度から支給される額を差し引

いての助成となります。 

※保険適用外の診療分は対象外となります。(乳幼児検診・予防注射・入院個室代・診断書料、容器代など) 

※学校でのけがなどにより、日本スポーツ振興センター災害共済給付の適用となるものも対象外です。 

請求の仕方 

●埼玉県内の医療機関等を受診された場合 

原則、保険適用診療分については、窓口でのお支払いはありません。(接骨院等は除く) 

その場合、受給者によるお手続きの必要はありません。 

※ただし、1医療機関での請求額が 21,000円以上になる場合など、窓口での負担がある場合があります。 
 

 

●埼玉県外の医療機関等を受診された場合、保険診療分が 21 , 000円以上の場合 

窓口での負担があります。通常とおりお支払いいただき以下のいずれかの方法でお手続きをお願いします。 

保険診療分が 21,000 円以上の場合には高額療養費に該当する場合がございますので、必ずその旨をお伝えい

ただけますようお願いいたします。 
 

 

① 領収書と申請書をご自身で町民福祉課へ提出（受給者・診療月・医療機関・診療科目ごとにまとめて提出） 

→申請書の様式は町民福祉課窓口にご用意してあります。領収書をお持ちください。 

② 申請書の証明欄に病院等で記入してもらい、ご自身で町民福祉課へ提出 

→証明を記入してもらった後、申請書を受け取り、町民福祉課へご提出ください。 

③ 申請書の証明欄に病院等で記入してもらい、病院等から町民福祉課へ提出 

→申請書を病院等へ預け、記入したものを病院等が町民福祉課へ提出します。 

 

※ただし、②・③のお手続き方法は病院等によっては扱っていないところもありますので、病院等でご確認ください。 

「できない」との回答であった場合、①のお手続きになります。 

★医療費は 1 ヶ月ごとに計算されますので、診療を受けた翌月の初日から申請してください。 

(例) 2月に診療→ 3月から受付( 2月中に 2月の診療分の申請はできません) 

★申請書を提出していただいた後、毎月 20 日〆翌月 25 日(土日祝の場合翌日)にご指定の口座へ振り込みさ

せていただきます。(医療費が高額であった場合や記載内容に誤りがあった場合などは遅れることがあります。) 

 

その他の注意事項 

・住所、加入保険、振込先口座に変更があったときは速やかに変更の手続きをお願いします。 

・医療費の助成を受けた場合、その部分は確定申告の控除は行えません。 

・高額療養費、家族療養附加給付金が支給される場合は、支給された分を差し引いた額が助成されます。 

ただし、社会保険に加入の方は支払決定通知が必要になりますので、支給の場合にも不支給の場合にも町民福祉課

まで支払決定通知と領収書もしくは領収書のコピーをご一緒にお持ちください。 



※申講書とは「こども医療費支給申請書」(薄い紫色の A4サイズの様式)のことで役場窓口に用意してあります。 

※⑥～⑧に関しては、病院等により対応可能なところと不可能なところがあります。 

 

簡素化対応医療機関 
 

申請書の証明欄に記入・役場への申請書の提出に対応可能な病院等は以下のとおりです。そのほか、児玉郡市内の

病院等で対応可能です。また、以下の病院等以外でも証明欄の記入のみであれば対応可能な病院等もありますの

で、病院等でご確認ください。 
 

アイケイ薬局藤岡店 藤岡市中栗須 779-12 0274-22-4499 

あさひ調剤薬局 藤岡市藤岡 623-18 0274- 50-8885 

あすか薬局 藤岡市本郷 1108-8 0274-23-7001 

井上病院 高崎市通町 55 027-322-3660 

うるま耳鼻咽喉科 藤岡市藤岡 132-2 0274-40-2522 

鬼石のかんな接骨院 藤岡市鬼石 374 080-7303-7126 

かんな接骨院 藤岡市小林 3-3 070-9195-0687 

くすの木病院 藤岡市藤岡 607-22 0274-24-3111 

日本調剤 薬の駅薬局 藤岡市中栗須 759 0274-40-8911 

公立藤岡総合病院 藤岡市中栗須 813ー1 0274-22-3311 

戸塚薬局 本町店 藤岡市鬼石 131-1 0274-52-6665 

根岸産婦人科小児科医院 藤岡市中栗須 86 0274-24-1111 

バンビ薬局 藤岡市中栗須 340-1 0274-50-8927 

光病院 藤岡市本郷 1045 0274-24-1234 

ファーコス薬局せせらぎ 藤岡市鬼石 145-1 0274-50-3077 

ファーマライズ薬局 藤岡店 藤岡市藤岡 1756-2 0274-40-2151 

藤生皮膚科医院 藤岡市上大塚 330-19 0274-24-0160 

藤岡市国民健康保険鬼石病院 藤岡市鬼石 139-1 0274-52-3121 

藤岡中央薬局 藤岡市森 351ー2 0274-24-1846 

藤岡調剤薬局 藤岡市藤岡 590-14 0274-22-6031 

みかぼ調剤薬局 藤岡市中栗須 780-1 0274-22-7222 

みどり薬局 藤岡市上大塚 330 0274-23-6222 
 

 

病院等受診～医療申請まで

埼玉県内 埼玉県以外

⑩ご自身で申請書を

役場へ提出する

お手続きなし

⑥申請書を病院等に提出し、

証明欄に記入してもらう

⑤領収書を受け取る

③お支払いなし

※保険分のみ対象

⑨申請書を受け取る⑦申請書を病院等に

預けてくる

①病院等を受診する

②受給者証を提示する

④お支払いあり

⑤及び⑥はどちらか一方

⑧病院等から役場へ

提出してもらう


